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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　人事委員会規則� 所管課（室）名　

〇競争試験及び選考の実施の委任に関する規則の一部を改正する規則� 人事委員会事務局

〇職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則� 〃

〇職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則� 〃

〇会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則� 〃

〇管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則� 〃

　競争試験及び選考の実施の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第５号

　　　競争試験及び選考の実施の委任に関する規則の一部を改正する規則

　競争試験及び選考の実施の委任に関する規則（昭和33年長崎県人事委員会規則第11号）の一部を次のように改

正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

第�３条　警察官（巡査の職に限る。）の採用試験の実施に関

する事務のうち次に掲げる事務を長崎県警察本部長に委任

する。

　～　略

　　論文試験の問題作成に関する事務

第�３条　警察官（巡査の職に限る。）の採用試験の実施に関

する事務のうち次に掲げる事務を長崎県警察本部長に委任

する。

　～　略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第６号

　　　職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則

　（職員の給料等の支給に関する規則の一部改正）

第�１条　職員の給料等の支給に関する規則（昭和33年長崎県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

　　　　目　　　　　次

　　　　人事委員会規則
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改正後 改正前

別表第２（第７条関係）

組織 職 区分

知事部局 略

本庁

部長

危機管理対策監

こども政策局長

理事

会計管理者

技監

１種

略

略

肉用牛改良セン

ター

所長 ６種

略

中央・県北・県

南・壱岐家畜保

健衛生所

所長 ６種

略

略

教 育 庁

（ 学 校 以

外 の 教 育

機 関 を 含

む。）

略

本庁

教育次長 ３種

略

略

略

特別支援学校 事務局長 ６種

略

略

別表第２（第７条関係）

組織 職 区分

知事部局 略

本庁 統轄監

部長

危機管理監

こども政策局長

理事

会計管理者

技監

１種

略

略

肉用牛改良セン

ター

所長 ４種

略

中央・県北・県

南・壱岐家畜保

健衛生所

所長 ７種

略

略

教 育 庁

（ 学 校 以

外 の 教 育

機 関 を 含

む。）

略

本庁 政策監 ２種

教育次長 ３種

略

略

略

特別支援学校 略

略

　（一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正）

第�２条　一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和39年長崎県人事委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（防疫等作業手当）

第�３条　条例第５条第１項の規定により手当を支給される職

員（第３項に該当する職員を除く。）は、別表第１の左欄

に掲げる勤務箇所に勤務する職員のうち同表右欄に掲げる

種類の作業に従事した職員とする。ただし、次項に掲げる

感染症に係る作業については、同表右欄に掲げる種類の作

業に従事した職員とする。

２及び３　略

　（航空手当）

第16条　略

２�　条例第18条第１項第２号の規定により手当を支給される

職員は、防災企画課に勤務する職員のうち航空機にとう乗

し、消防防災業務に従事した職員とする。

３　略

別表第４（第18条関係）

　（防疫等作業手当）

第�３条　条例第５条第１項の規定により手当を支給される職

員（次項に該当する職員を除く。）は、別表第１の左欄に

掲げる勤務箇所に勤務する職員のうち同表右欄に掲げる種

類の作業に従事した職員とする。

２及び３　略

　（航空手当）

第16条　略

２�　条例第18条第１項第２号の規定により手当を支給される

職員は、危機管理課に勤務する職員のうち航空機にとう乗

し、消防防災業務に従事した職員とする。

３　略

別表第４（第18条関係）
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　　公共用地取得業務手当を支給する勤務箇所

水産部漁港漁場課、農林部（農村整備課、林政課及び森

林整備室に限る。）、土木部（道路建設課、道路維持課、

港湾課、河川課、砂防課、用地課、住宅課及び都市政策

課に限る。）、長崎振興局建設部及び長崎港湾漁港事務

所、県央振興局農林部及び建設部、島原振興局農林水産

部及び建設部、県北振興局農林部及び建設部、五島振興

局農林水産部及び建設部、五島振興局上五島支所建設

部、壱岐振興局農林水産部及び建設部、対馬振興局農林

水産部及び建設部、石木ダム建設事務所

　　公共用地取得業務手当を支給する勤務箇所

水産部漁港漁場課、農林部（農村整備課、林政課及び森

林整備室に限る。）、土木部（道路建設課、道路維持課、

港湾課、河川課、砂防課、用地課、新幹線事業対策室、

住宅課及び都市政策課に限る。）、長崎振興局建設部及び

長崎港湾漁港事務所、県央振興局農林部及び建設部、島

原振興局農林水産部及び建設部、県北振興局農林部及び

建設部、五島振興局農林水産部及び建設部、五島振興局

上五島支所建設部、壱岐振興局農林水産部及び建設部、

対馬振興局農林水産部及び建設部、石木ダム建設事務所

　（初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正）

第�３条　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和45年長崎県人事委員会規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第１（第３条関係）

ア　行政職給料表級別職務表

職務の級 区分 職名等 機関名 部局区分

略

８級 １ 危機管理対策監 本庁 知事

９級 １ 危機管理対策監 本庁 知事

　備考　略

イ～サ　略

別表第１（第３条関係）

ア　行政職給料表級別職務表

職務の級 区分 職名等 機関名 部局区分

略

９級 １ 統轄監 本庁 知事

　備考　略

イ～サ　略

　（へき地手当等の支給に関する規則の一部改正）

第�４条　へき地手当等の支給に関する規則（昭和46年長崎県人事委員会規則第16号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

市町名 学校名 級別区分

略

対馬市 略

金田小学校

美津島北部小学校

豊玉小学校

豊玉中学校

比田勝小学校

比田勝中学校

豊玉学校給食共同調理場

上対馬学校給食共同調理

場

３級

略

略

新上五島町 若松中学校

若松中央小学校

若松東小学校

北魚目小学校

２級

別表（第２条関係）

市町名 学校名 級別区分

略

対馬市 略

金田小学校

美津島北部小学校

豊玉小学校

豊玉中学校

乙宮小学校

比田勝小学校

比田勝中学校

豊玉学校給食共同調理場

上対馬学校給食共同調理

場

３級

略

略

新上五島町 若松中学校

若松中央小学校

若松東小学校

今里小学校

北魚目小学校

２級
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奈良尾小学校

奈良尾中学校

上五島中学校

新魚目学校給食センター

奈良尾学校給食センター

略

奈良尾小学校

奈良尾中学校

上五島中学校

新魚目学校給食センター

奈良尾学校給食センター

略

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第７号

　　　職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　職員の退職手当に関する条例施行規則（昭和29年長崎県人事委員会規則第３号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第２号の２（第３条関係） 別記様式第２号の２（第３条関係）
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別記様式第３号（第７条関係） 別記様式第３号（第７条関係）
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別記様式第４号（第８条関係） 別記様式第４号（第８条関係）
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別記様式第５号（第８条関係）

別記様式第５号（裏面）　略

別記様式第５号（第８条関係）

別記様式第５号（裏面）　略
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別記様式第６号（第10条、第10条の４関係）

別記様式第12号（表面）（第15条関係）

別記様式第６号（第10条、第10条の４関係）

別記様式第12号（表面）（第15条関係）
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別記様式第12号（裏面）

別記様式第12号の２（第17条の２関係）

別記様式第12号（裏面）

別記様式第12号の２（第17条の２関係）
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別記様式第13号（第18条関係） 別記様式第13号（第18条関係）
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別記様式第16号（第21条関係）

別記様式第16号の２（表面）（第21条関係）

別記様式第16号の２（裏面）　略

別記様式第16号（第21条関係）

別記様式第16号の２（表面）（第21条関係）

別記様式第16号の２（裏面）　略
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別記様式第16号の３（表面）（第21条関係）

別記様式第16号の３（裏面）　略

別記様式第16号の３（表面）（第21条関係）

別記様式第16号の３（裏面）　略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第８号

　　　会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則

　会計年度任用職員の報酬等に関する規則（令和元年長崎県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第１（第５条関係）職種別基準表

　ア　行政職給料表職種別基準表

職種又は職名
学歴免

許等

基礎号給 上限

職務

の級
号給

職務

の級
号給

略

キャリアコーディネー

ター

略

企業コーディネーター 高校卒 １ １ １ 93

地域コーディネーター 高校卒 １ １ １ 93

再就職支援員 高校卒 １ １ １ 69

略

別表第１（第５条関係）職種別基準表

　ア　行政職給料表職種別基準表

職種又は職名
学歴免

許等

基礎号給 上限

職務

の級
号給

職務

の級
号給

略

キャリアコーディネー

ター

略

統括就職支援員 高校卒 １ １ １ 69

就職支援員

(国家資格キャリアコン

サルタントあり)

高校卒 １ １ １ 61

就職支援員

(国家資格キャリアコン

サルタントなし)

高校卒 １ １ １ 37

略
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イ及びウ　略 イ及びウ　略

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第９号

　　　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

　管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年長崎県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

組織 職員

略

知事部局 本庁 部長　危機管理対策監　福祉保健

部こども政策局長　理事　政策監

　技監　次長　参事監　課長　室

長　県民センター長　総務事務セ

ンター長　企画監　医療監　政策

企画課参事　総務文書課法制・公

益法人班参事　基地対策・国民保

護課参事　スポーツ振興課参事　

交通・地域安全課参事　水環境対

策課参事　自然環境課参事　福祉

保健課保健看護監　福祉保健課企

画予算班参事　医療政策課参事（

長崎県病院企業団派遣）　医療人材

対策室参事　農業イノベーション

推進室参事　農山村振興課参事　

農村整備課参事　総括課長補佐　

政策調整課課長補佐（総務・予算

担当）　政策調整課課長補佐（政策

調整担当）　政策企画課課長補佐（

未来戦略企画担当）　政策企画課課

長補佐（連携推進担当）　政策企画

課課長補佐（総合計画見直し担当

）　総務文書課総務・予算班課長補

佐　秘書課課長補佐　広報課課長

補佐　人事課課長補佐　新行政推

進室課長補佐　財政課課長補佐　

管財課管理班課長補佐　防災企画

課課長補佐（大村駐在）　地域づく

り推進課総務企画班課長補佐　文

化振興・世界遺産課総務企画班課

長補佐　県民生活環境課総務・予

算班課長補佐　福祉保健課総務調

整班課長補佐　医療人材対策室課

長補佐　障害福祉課管理班課長補

佐　農政課総務・予算班課長補佐

　監理課総務・予算班課長補佐　

別表（第２条関係）

組織 職員

略

知事部局 本庁 統轄監　部長　危機管理監　福祉

保健部こども政策局長　理事　政

策監　技監　次長　参事監　課長

　室長　県民センター長　総務事

務センター長　補佐監　企画監　

医療監　危機管理課参事（国民保

護等担当）　総務文書課法制・公益

法人班参事　スポーツ振興課参事

　交通・地域安全課参事　水環境

対策課参事　自然環境課参事

　福祉保健課保健看護監　福祉保

健課企画予算班参事　医療政策課

参事（長崎県病院企業団派遣）　医

療人材対策室参事　農山村振興課

参事　農村整備課参事　総括課長

補佐　危機管理課防災対策・施設

班課長補佐（大村駐在）　政策調整

課課長補佐（総務・予算担当）　政

策調整課課長補佐（政策調整担当

）　政策企画課課長補佐（未来戦略

企画担当）　政策企画課課長補佐（

連携推進担当）　総務文書課総務・

予算班課長補佐　秘書課課長補佐

　広報課報道企画班課長補佐　人

事課課長補佐　新行政推進室課長

補佐　財政課課長補佐　管財課管

理班課長補佐　地域づくり推進課

総務企画班課長補佐　文化振興・

世界遺産課総務企画班課長補佐　

県民生活環境課総務・予算班課長

補佐　福祉保健課総務調整班課長

補佐　医療人材対策室課長補佐　

障害福祉課管理班課長補佐　農政

課総務・予算班課長補佐　監理課

総務・予算班課長補佐　部主管課

総務係長　危機管理課基地対策・
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部主管課総務係長　政策企画課係

長（連携推進担当）　秘書課秘書班

係長　人事課係長　新行政推進室

係長　財政課係長　防災企画課防

災企画班係長　こども未来課総務

・予算班係長　産業政策課総務・

予算班係長　漁政課総務・予算班

係長　人事課主任主事（人事又は

給与担当）　新行政推進室主任主事

（人事担当）　人事課主事（人事又

は給与担当）　新行政推進室主事（

人事担当）　船長

略

略

教育委員

会

本庁 教育次長　課長　室長　人事管理

監　体育指導監　企画監　参事（

人事担当）　総括課長補佐　教育政

策課総務人事班課長補佐　教職員

課課長補佐　義務教育課課長補佐

（人事担当）　高校教育課課長補佐

（人事担当）　管理主事　教職員課

係長（人事担当）　義務教育課係長

（人事担当）　高校教育課係長（人

事担当）　教育政策課主任主事（人

事又は給与担当）　教職員課主任主

事（人事担当）

略

略

備考　略

企画班係長　政策企画課係長（連

携推進担当）　秘書課係長　人事課

係長　新行政推進室係長　財政課

係長　こども未来課総務・予算班

係長　産業政策課総務・予算班係

長　漁政課総務・予算班係長　人

事課主任主事（人事又は給与担当

）　新行政推進室主任主事（人事担

当）　人事課主事（人事又は給与担

当）　新行政推進室主事（人事担当

）　船長

略

略

教育委員

会

本庁 政策監　教育次長　課長　室長　

課に置く室の長　人事管理監　体

育指導監　企画監　参事（人事担

当）　総務課法務監察班参事　総括

課長補佐　総務課総務人事班係長

（人事担当）　総務課法務監察班課

長補佐　教職員課課長補佐　義務

教育課課長補佐（人事担当）　高校

教育課課長補佐（人事担当）　管理

主事　教職員課係長（人事担当）　

義務教育課係長（人事担当）　高校

教育課係長（人事担当）　総務課主

任主事（人事又は給与担当）　教職

員課主任主事（人事担当）　高校教

育課主任主事（人事担当）　教職員

課主事（人事担当）

略

略

備考　略

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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